
セイコーホールディングス調達活動方針 

セイコーホールディングスの調達活動方針 

‣セイコーホールディングスグループの基本理念である「社会に信頼される会社であること」の実践を通じて、持
続可能な社会の実現に貢献し、グループの社会的責任を実現させます。 

‣公正・公平な調達取引を⾏うことによりセイコーホールディングスグループの信用を築き、さらに SEIKO のブ
ランド⼒を高めるべく調達活動を⾏います。 

‣セイコーホールディングスグループ各社の連携によるシナジー効果の最大化を図ることを目的として、グループ
全体へのグループ調達方針の展開を促進します。 

 

セイコーホールディングスグループの調達方針 

セイコーホールディングスグループは、「お取引先との共存共栄」，「環境・社会・ガバナンスに配慮した調達活
動の推進」，「お取引先の公平・公正な評価・選定」を調達方針として掲げ、以下の個別方針に基づきグロ
ーバルに調達活動を展開していきます。 
 

１.お取引先との共存共栄 
セイコーホールディングスグループとお取引先とは、⻑期的な信頼関係を構築し、互いに助け合うことでともに
生存し、ともに繁栄してゆく、共存共栄の関係を目指すものとします。 
 

２.環境・社会・ガバナンスに配慮した調達活動の推進 
グローバルな社会規範を尊重し、お取引先とともに環境・社会・ガバナンスに配慮した調達活動を推進します。 
（1）法令遵守（各国・地域の下請法、外為法、商法、独禁法、個人情報保護法など） 
（2）人権尊重への配慮 
（3）労働安全衛生への配慮 
（4）地球環境保全（グリーン購入等）の推進 
（5）BCP（事業継続計画）の推進 
（6）あらゆる利害関係者への贈賄（違法な贈与、⽀払、利益供与等）の禁止 
等に配慮した調達活動を推進します。 
 

３.お取引先の公正・公平な評価・選定 
自由競争社会における基本原理である「公正、透明、自由な競争」を尊重し、以下の評価に基づきお取引
先を選定します。 
（1）環境・社会・ガバナンスへの取組に積極的であること 
（2）企業としての信頼性が高いこと（安定した経営状況、リスクマネージメント体制） 
（3）セイコーホールディングスグループ製品に貢献できる技術⼒を有していること 
（4）調達品の品質・価格・納期が適正な水準であること 
などの観点から総合的な評価により⾏うものとします。 
セイコーホールディングスグループ調達方針に則った調達先（サプライヤー）認定基準をグループ内で共有す
るとともに、適切にお取引先を選定するグループ全体の仕組みの構築および活用、さらにはサプライチェーン全
体における価値向上を実現する活動を目指していきます。 

以上 


